
 (財)横浜市芸術文化振興財団採用試験 

受 験 案 内 
(有期雇用契約職員) 

◆受 付 方 法◆  郵送による受付(持参は受け付けません｡) 

◆受 付 期 間◆  平成 18 年 8 月 11 日(金)から平成 18 年 9 月 7 日(木)まで(当日消印有効) 

 

1. 採用予定日･予定者数及び職務概要 

(1) 採用予定日 

・既卒者：平成 18 年 11 月 1 日(水) 

・平成 19 年 3 月卒業見込みの者：平成 19 年 4 月 1 日(日) 

(2) 採用予定者数 

若干名 

(3) 職務概要 

財団所管施設(ホール･美術館･ギャラリー等)における以下の業務に従事します｡ 

 

・一般事務業務…ホール･美術館･ギャラリー等における文化事業の企画･実施､施設の管理･運営業務､庶

務･経理事務等 

・学芸･指導業務…美術館及びギャラリーにおける展示の企画､美術資料の収集･保管･調査･研究並びに教

育普及､アトリエ事業の企画･研究･実施･指導等 

 

2. 受験資格等 

次の(1)に該当し､(2)又は(3)に該当する人 

(1) 昭和 47 年 4 月 2日から昭和 62 年 4 月 1日までに出生した人 

(2) 四年制大学もしくは短期大学･専門学校等で音楽･美術･アートマネジメント等を専攻し卒業した人ま

たは卒業する見込みの人 

(3) 学芸員資格もしくは教員免許を有する人または取得する見込みの人 

※ただし､次のいずれかに該当する人は受験できません｡ 

(1) 成年被後見人･被保佐人(準禁治産者を含む*) 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

＊民法の一部を改正する法律(平成 11年法律第149号)附則第 3条第3項の規定により従前の例によ

ることとされる準禁治産者を含む｡ 

 

3. 選考日程･選考方法等 

(1) 選考日程･選考方法 

 日 時 等 合 否 

受付期間 平成 18 年 8 月 11 日(金)から平成 18 年 9 月 7 日(木) 当日消印有効 

第 1 次選考 作文による書類選考 

9 月中旬を予定しています｡ 

合否にかかわらず､文書で通知します｡ 

合格者には第 2 次選考の日時･会場も合わせ

て通知します｡ 

第 2 次選考 

 

論文及びグループ面接 

9 月 24 日(日)を予定しています｡ 

10 月上旬を予定しています｡ 

合否にかかわらず､文書で通知します｡ 

合格者には最終選考の日時･会場も合わせて

通知します｡ 

最終選考 
面接 

10 月上旬を予定しています｡ 

10 月中旬を予定しています｡ 

合否にかかわらず､文書で通知します｡ 

採用予定日 
既卒者：平成 18 年 11 月 1 日(水) 

平成 19 年 3 月卒業見込みの者：平成 19 年 4 月 1日(日) 

 



 

(2) 応募 

① 応募方法 

    郵送のみの受付(持参等は受付けません｡) 

    市販の 400 字詰原稿用紙（Ａ４･ヨコ書）１枚に作文「私が創造都市･横浜へ提案すること」を記述し

(氏名･タイトルは欄外に記載してください)､市販の履歴書を添付の上､送付して下さい。 

② 受付期間 

    平成 18 年 8 月 11 日(金)から平成 18 年 9 月 7 日(木)まで(当日消印有効) 

③ 応募宛先 

    〒220-0012 

    横浜市西区みなとみらい 3-4-1 横浜美術館 8F 

    (財)横浜市芸術文化振興財団 ｢職員募集係｣ 

 

4. 勤務条件等 

(1) 給与等 

財団職員給料表に準じます｡ 

平成 18 年度実績の初任給は 197,340 円です｡前歴による加算･昇給はありません。 

(2) 手 当 

通勤手当･超過勤務手当及び期末勤勉手当等 

(3) 勤務時間･休日休暇等 

財団職員就業規程に準じます｡ 

① 勤務時間 

    7 時間 45 分(週 38 時間 45 分) 

    始業･終業時間については､各施設の勤務形態に準じます｡ 

② 休日休暇 

休日は原則として､4 週間に 8日｡ほかに国民の祝日相当分があります｡ 

    年次休暇は 20 日(ただし､11 月 1 日採用の場合､8 日付与となります｡) 

(4) その他 

社会保険等があります｡ 

 

5. 雇用契約期間等 

(1) 雇用契約期間 

原則として､雇用開始の日から当該年度（年度とは､4 月 1 日に始まり､翌年の 3 月 31 日までをいう。）の末

日までとなります｡ 

(2) 雇用契約更新 

勤務成績､態度及び財団の経営状況により判断し､1年間更新する場合があります｡ただし､更新は2回を

限度とします｡ 

 

6. その他 

  受験資格及び記載事項等に虚偽があった場合は､合格を取り消します｡ 

  応募書類は職員採用選考の目的のみに使用します。なお､応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。 
 
 
【応募宛先･問合せ先】 
〒220-0012 

横浜市西区みなとみらい 3-4-1 

横浜美術館 8F 

財団法人横浜市芸術文化振興財団 ｢職員募集係｣ 

 

TEL:045-221-0212（土日･祝日を除く午前 9 時～午後 5 時） 

ホームページ  http://www.yaf.or.jp/ 


